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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベース体と、
　前記ベース体の表面上に配置された絶縁板と、
　前記絶縁板の表面に形成された導体層と、
　前記導体層に接続された半導体素子と、
　前記ベース体の外周を囲むように配置された外周ケース体とを備え、
　前記外周ケース体には、複数の凹部が形成され、
　前記複数の凹部は、前記外周ケース体において前記ベース体側と反対側の上端面に開口
した上端開口部を含み、
　前記外周ケース体の内周面には、前記上端開口部に連なり、前記上端面側から前記ベー
ス体側に延びるとともに前記凹部に連なる内周側開口部が形成され、
　前記外周ケース体の周方向において、前記内周側開口部の幅は前記凹部の幅より狭く、
　前記複数の凹部のうちの第１の凹部に挿入された第１挿入部と、前記第１挿入部と連な
り前記第１の凹部の前記上端開口部を介して前記外周ケース体の外側に延在する第１外側
端子部と、前記第１挿入部と連なり前記内周側開口部を介して前記導体層の上にまで延在
するとともに前記導体層と接続された第１接続端子部とを含む端子部材と、
　前記絶縁板と前記外周ケース体とにより囲まれた領域において前記半導体素子と前記第
１接続端子部とを少なくとも封止する樹脂層とを備え、
　前記端子部材は、前記第１挿入部と前記第１接続端子部との境界部に切欠き部を含み、
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　前記切欠き部は、前記第１接続端子部から前記内周側開口部に近づくに従い前記内周側
開口部の幅より広いものから狭いものになるテーパ部分と、前記テーパ部分と前記第１挿
入部の間に設けられた前記内周側開口部の幅より狭い幅狭部分とを有し、
　前記第１接続端子部は、はんだを用いて前記導体層に接続される、半導体装置。
【請求項２】
　前記ベース体と前記絶縁板とが一体となっている、請求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記複数の凹部は、前記第１の凹部に隣接する第２の凹部を含み、
　前記端子部材は、前記第２の凹部に挿入された第２挿入部と、前記第２挿入部と連なり
前記第２の凹部の前記上端開口部を介して前記外周ケース体の外側に延在する第２外側端
子部とを含み、
　前記第１接続端子部は、前記第２挿入部と隣接する位置まで延在するとともに前記第２
挿入部と連なるように構成されている、請求項１または請求項２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記第１接続端子部は、前記導体層の表面に対して傾斜した傾斜部を含む、請求項１～
請求項３のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記第１外側端子部は、前記第１外側端子部の延在方向における長さを可変とする弾性
変形部を含む、請求項１～請求項４のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記第１接続端子部は、超音波接合部を介して前記導体層に接続されている、請求項１
～請求項５のいずれか１項に記載の半導体装置。
【請求項７】
　ベース体と、前記ベース体の表面上に配置された絶縁板と、前記絶縁板の表面に形成さ
れた導体層と、前記導体層に接続された半導体素子とを含む積層体を準備する工程と、
　前記積層体に、前記ベース体の外周を囲むように外周ケース体を接続する工程とを備え
、
　前記外周ケース体には、複数の凹部が形成され、
　前記複数の凹部は、前記外周ケース体において前記ベース体側と反対側の上端面に開口
した上端開口部を含み、
　前記外周ケース体の内周面には、前記上端開口部に連なり、前記上端面側から前記ベー
ス体側に延びるとともに前記凹部に連なる内周側開口部が形成され、
　前記外周ケース体の周方向において、前記内周側開口部の幅は前記凹部の幅より狭く、
　前記複数の凹部のうちの第１の凹部に、前記上端開口部から端子部材を挿入する工程を
備え、
　前記端子部材は、前記第１の凹部に挿入される第１挿入部と、前記第１挿入部と連なり
前記第１の凹部の前記上端開口部を介して前記外周ケース体の外側に延在する第１外側端
子部と、前記第１挿入部と連なり前記内周側開口部を介して前記導体層の上にまで延在す
る第１接続端子部とを含み、
　さらに、前記端子部材は、前記第１挿入部と前記第１接続端子部との境界部に切欠き部
を含み、
　前記切欠き部は、前記第１接続端子部から前記内周側開口部に近づくに従い前記内周側
開口部の幅より広いものから狭いものになるテーパ部分と、前記テーパ部分と前記第１挿
入部の間に設けられた前記内周側開口部の幅より狭い幅狭部分とを有し、
　前記第１接続端子部を前記導体層と接続する工程と、
　前記絶縁板と前記外周ケース体とにより囲まれた領域において前記半導体素子と前記第
１接続端子部とを少なくとも封止する樹脂層を形成する工程とを備える、半導体装置の製
造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　この発明は、半導体装置およびその製造方法に関し、より特定的にはケース体の内部に
半導体素子が配置された半導体装置およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体素子を搭載した絶縁回路基板の外周をケース体で囲んだ構造の半導体装置
が知られている（たとえば、特開２００８－２５２０５５号公報（特許文献１）、特開２
００９－２１２８６号公報（特許文献２）、特開２０１３－１７１８７０号公報（特許文
献３）参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２５２０５５号公報
【特許文献２】特開２００９－２１２８６号公報
【特許文献３】特開２０１３－１７１８７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１では、外部との接続端子と半導体素子が搭載された基板間をボンディングワ
イヤ等の導電材で接続する構造が用いられている。この構造では、半導体素子からの熱を
接続端子から外部へ放熱する場合に、その放熱性は導電材の放熱性能に依存する。このた
め、導電材の放熱性能によっては放熱性が市場要求に対して十分でない場合が考えられる
。また導電材の接続の際には通常超音波振動による接続が用いられる。この場合、接続端
子をケース体に強固に固定する必要があり、接続端子の固定のために接着材塗布や端子を
固定するための固定蓋のはめ込みといった工程が必要となるため、部材や工程の増加とい
ったデメリットがある。またケース体の材質にも制約が考えられる。すなわち、剛性の高
いケース体材料では端子固定の際の圧入等により、端子曲りやケース欠け等により半導体
装置の信頼性が低下する恐れがある。
【０００５】
　特許文献２に関して、ケース体に端子を固定するときに、ケース体を部分的に弾性変形
させてケース体の所定の凹部に端子を固定しているため、ケース材料には弾性体を使用す
る必要がある。このため、特許文献２に開示された半導体装置では、ケース体について材
料選択性が悪く、結果的に半導体装置の高コスト化や信頼性の低下という問題が発生する
恐れがある。
【０００６】
　特許文献３に関して、端子を固定する工程が端子を折り曲げる工程を含んでいるため、
結果的に半導体装置の製造工程数が増加するデメリットがある。また、端子を折り曲げる
際に当該端子に対して外力が加わるため、当該外力が端子の健全性、さらには半導体装置
の信頼性に影響を与える恐れがある。また、特許文献３では、端子の位置を柔軟に変更す
ることについて考慮されていない。
【０００７】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の目的
は、良好な放熱性を有し、設計の自由度のが高く低コストな半導体装置およびその製造方
法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示に従った半導体装置は、ベース体と、絶縁板と、導体層と、半導体素子と、外周
ケース体と、端子部材と、樹脂層とを備える。絶縁板は、ベース体の表面上に配置される
。導体層は、絶縁板の表面に形成される。半導体素子は、導体層に接続される。外周ケー
ス体は、ベース体の外周を囲むように配置される。外周ケース体には、複数の凹部が形成
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される。複数の凹部は、外周ケース体においてベース体側と反対側の上端面に開口した上
端開口部を含む。外周ケース体の内周面には、上端開口部に連なり、上端面側からベース
体側に延びるとともに凹部に連なる内周側開口部が形成される。外周ケース体の周方向に
おいて、内周側開口部の幅は凹部の幅より狭い。端子部材は、第１挿入部と、第１外側端
子部と、第１接続端子部とを含む。第１挿入部は、複数の凹部のうちの第１の凹部に挿入
される。第１外側端子部は、第１挿入部と連なり第１の凹部の上端開口部を介して外周ケ
ース体の外側に延在する。第１接続端子部は、第１挿入部と連なり内周側開口部を介して
導体層の上にまで延在するとともに導体層と接続される。樹脂層は、絶縁板と外周ケース
体とにより囲まれた領域において半導体素子と第１接続端子部とを少なくとも封止する。
【０００９】
　本開示に係る半導体装置の製造方法では、積層体を準備する工程を実施する。積層体は
、ベース体と、絶縁板と、導体層と、半導体素子とを含む。絶縁板は、ベース体の表面上
に配置される。導体層は、絶縁板の表面に形成される。半導体素子は、導体層に接続され
る。また、半導体装置の製造方法では、積層体に、ベース体の外周を囲むように外周ケー
ス体を接続する工程を実施する。外周ケース体には、複数の凹部が形成されている。複数
の凹部は、外周ケース体においてベース体側と反対側の上端面に開口した上端開口部を含
む。外周ケース体の内周面には、上端開口部に連なり、上端面側からベース体側に延びる
とともに凹部に連なる内周側開口部が形成される。外周ケース体の周方向において、内周
側開口部の幅は前記凹部の幅より狭い。上記半導体装置の製造方法では、複数の凹部のう
ちの第１の凹部に、上端開口部から端子部材を挿入する工程を実施する。端子部材は、第
１挿入部と、第１外側端子部と、第１接続端子部とを含む。第１挿入部は、第１の凹部に
挿入される。第１外側端子部は、第１挿入部と連なり第１の凹部の上端開口部を介して外
周ケース体の外側に延在する。第１接続端子部は、第１挿入部と連なり内周側開口部を介
して導体層の上にまで延在する。半導体装置の製造方法では、第１接続端子部を導体層と
接続する工程を実施する。さらに、半導体装置の製造方法では、絶縁板と外周ケース体と
により囲まれた領域において半導体素子と第１接続端子部とを少なくとも封止する樹脂層
を形成する工程を実施する。
【発明の効果】
【００１０】
　上記によれば、端子部材を外周ケース体の複数の凹部のうち任意の位置に配置すること
で、端子部材の配置について設計の自由度を大きくすることができる。また、端子部材の
第１接続端子部が導体層と接続されるので、ワイヤなどを介して端子部材と導体層とを接
続する場合より放熱性能の制約を少なくできる。このため、端子部材からの放熱性を高め
ることができる。また、端子部材の第１挿入部を、上端開口部を介して第１の凹部内に挿
入することができ、端子部材の曲げ加工などは特に不要である。また、端子部材の第１挿
入部を凹部に挿入するときに、外周ケース体を弾性変形させるといった工程は不要である
ため、外周ケース体の材料として弾性体以外の材料を適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態１に係る半導体装置の部分断面模式図である。
【図２】図１に示した半導体装置の部分斜視模式図である。
【図３】図１および図２に示した半導体装置の変形例を示す部分斜視模式図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係る半導体装置の製造方法を説明するためのフローチャ
ートである。
【図５】図４に示した半導体装置の製造方法を説明するための模式図である。
【図６】図４に示した半導体装置の製造方法を説明するための模式図である。
【図７】図４に示した半導体装置の製造方法を説明するための斜視模式図である。
【図８】本発明の実施の形態２に係る半導体装置の部分斜視模式図である。
【図９】図８に示した半導体装置の変形例を示す部分斜視模式図である。
【図１０】本発明の実施の形態３に係る半導体装置の部分断面模式図である。
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【図１１】図１０に示した半導体装置の部分斜視模式図である。
【図１２】本発明の実施の形態４に係る半導体装置の部分断面模式図である。
【図１３】図１２に示した半導体装置の変形例を示す部分断面模式図である。
【図１４】本発明の実施の形態５に係る半導体装置の部分斜視模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。以下の図面において
同一または相当する部分には同一の参照番号を付し、その説明は繰り返さない。また、図
１を含め、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある
。さらに、明細書全文に表わされている構成要素の形態は、あくまでも例示であって、こ
れらの記載に限定されるものではない。
【００１３】
　実施の形態１．
　＜半導体装置の構成＞
　図１は、本発明の実施の形態１に係る半導体装置の部分断面模式図である。図２は、図
１に示した半導体装置の部分斜視模式図である。図１は、半導体装置をベース板４に垂直
に切断した際の断面を示している。図１に示した半導体装置では、導電パターン１を有す
る絶縁板２と半導体チップ３とを搭載したベース板４に、ベース板４の外周を囲むように
外周ケース体５が接着される。外周ケース体５に沿って配置された外部接続端子６（以下
、端子６とも呼ぶ）の一端が導電パターン１と電気的に接続されている。外周ケース体５
の内周側は、熱硬化性の樹脂層７で封止されている。
【００１４】
　図２は、外周ケース体５に形成された端子位置決め用の凹部である誘い部分５ａに沿っ
て端子６が挿入された状態を示している。図２では、導電パターン１（図１参照）上の任
意の接続場所１ａに端子６の一端である接続部分６ａが電気的に接続されている。導電パ
ターンとの端子６の接続部分６ａの形状は、図２に示すようにのようにできるだけ広くと
ることが望ましいが、接続の容易性を鑑みて図３に示すような接続部分６ｃとしてもよい
。
【００１５】
　ここで、図３は、図１および図２に示した半導体装置の変形例を示す部分斜視模式図で
ある。図３では、端子６の接続部分６ｃの幅が、図２に示した端子６の接続部分６ａの幅
より狭くなっている。このような構成としても、端子６を介して十分な放熱効果が得られ
る。
【００１６】
　＜半導体装置の作用効果＞
　本開示に従った半導体装置は、ベース体としてのベース板４と、絶縁板２と、導体層と
しての導電パターン１と、半導体素子としての半導体チップ３と、外周ケース体５と、端
子部材としての外部接続端子６と、樹脂層７とを備える。絶縁板２は、ベース板４の表面
上に配置される。導電パターン１は、絶縁板２の表面に形成される。半導体チップ３は、
導電パターン１に接続される。外周ケース体５は、ベース板４の外周を囲むように配置さ
れる。外周ケース体５には、複数の凹部としての誘い部分５ａが形成される。複数の誘い
部分５ａは、外周ケース体５においてベース板４側と反対側の上端面に開口した上端開口
部５ｂを含む。外周ケース体５の内周面には、上端開口部５ｂに連なり、上端面側からベ
ース板４側に延びるとともに誘い部分５ａに連なる内周側開口部５ｃが形成される。外周
ケース体５の周方向において、内周側開口部５ｃの幅は誘い部分５ａの幅より狭い。外部
接続端子６は、第１挿入部１６ａと、第１外側端子部１６ｂと、第１接続端子部１６ｃと
を含む。第１挿入部１６ａは、複数の誘い部分５ａのうちの第１の誘い部分５ａに挿入さ
れる。第１外側端子部１６ｂは、第１挿入部１６ａと連なり第１の誘い部分５ａの上端開
口部５ｂを介して外周ケース体５の外側に延在する。第１接続端子部１６ｃは、第１挿入
部１６ａと連なり内周側開口部５ｃを介して導電パターン１の上にまで延在するとともに
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導電パターン１と接続される。樹脂層７は、絶縁板２と外周ケース体５とにより囲まれた
領域において半導体チップ３と第１接続端子部１６ｃとを少なくとも封止する。
【００１７】
　このようにすれば、外部接続端子６を外周ケース体５の複数の誘い部分５ａのうち任意
の位置に配置することで、外部接続端子６の配置について設計の自由度を大きくすること
ができる。また、外部接続端子６の第１接続端子部１６ｃが導電パターン１と接続される
ので、ワイヤなどを介して外部接続端子６と導電パターン１とを接続する場合より放熱性
能の制約を少なくできる。このため、外部接続端子６からの放熱性を高めることができる
。また、外部接続端子６の第１挿入部１６ａを、上端開口部５ｂを介して第１の誘い部分
５ａ内に挿入することができ、外部接続端子６の曲げ加工などは特に不要である。また、
外部接続端子６の第１挿入部１６ａを誘い部分５ａに挿入するときに、外周ケース体５を
弾性変形させるといった工程は不要であるため、外周ケース体５の材料として弾性体以外
の材料を適用できる。このため、外周ケース体５の材料の選択の自由度が大きい。このよ
うにして、良好な放熱性を有し、設計の自由度が高く低コストな半導体装置を得ることが
できる。
【００１８】
　上記半導体装置において、第１挿入部１６ａと第１接続端子部１６ｃとの境界部には切
欠き部１６ｄが形成される。外周ケース体５において内周側開口部５ｃの側壁を構成する
部分の一部が切欠き部１６ｄの内側に配置されている。この場合、切欠き部１６ｄの内部
に外周ケース体５の一部が配置されることにより、外周ケース体５に対して外部接続端子
６を容易に位置決めできる。このように、上述した半導体装置は、外部接続端子６の放熱
性が良好で、低コストで、様々な外周ケース体５の材料を選択可能で、外部接続端子６の
多様な端子配置に柔軟に対応できる。
【００１９】
　また、異なる観点から言えば、図１および図２に示した半導体装置の構造では、外部接
続端子６が直接導電パターン１に接続されていることによって、外部接続端子６で発生し
た熱がベース板４に熱伝導しやすく、端子発熱を抑制できる。また、後述するように外周
ケース体５をベース板４へ接着した後に外部接続端子６を誘い部分５ａへ挿入するため、
製造時に様々なピンレイアウトを選択することができる。したがって、半導体装置におけ
る多様なピンレイアウト要求に柔軟に対応することができる。
【００２０】
　ここで、特許文献１に示されたような従来の構造では、外部接続端子６と導電パターン
１間にボンディングワイヤ等の導電材を接続する必要があり、ボンディングワイヤの接続
の際に外部接続端子６が強固に固定されている必要があった。しかし、本実施の形態では
このような導電材の接続工程がないため、外部接続端子６の強固な固定が不要である。さ
らに、特許文献１や特許文献２に開示された従来の構造では、外部接続端子６の強固な固
定のために、外周ケース体５へ外部接続端子６を圧入する方法や、弾性部材を用いたツメ
付きの外周ケース体５に外部接続端子６をはめ込むなどの方法がとられていた。このよう
な方法を用いる場合、剛性の高い材料で形成された外周ケース体５に外部接続端子６を圧
入した際に外部接続端子６が破損したり、外周ケース体５が破損する恐れがあった。本実
施の形態ではこのような圧入工程が不要であるため、剛性の高い材料、例えばＰＰＳ（Ｐ
ｏｌｙｐｈｅｎｙｌｅｎｅ　Ｓｕｌｆｉｄｅ）等の材料で成形された外周ケース体５も破
損の恐れなく使用することができる。また、圧入の他にも外部接続端子６の強固な固定の
ために、外部接続端子６を接着材等で外周ケース体５に接着したり、フタをはめ込んで外
部接続端子６を固定する方法も考えられる。しかし、本実施の形態では、このような工程
やフタ等の部品が不要となるため、半導体装置を低コスト化することができる。
【００２１】
　＜半導体装置の変形例の構成および作用効果＞
　上述した半導体装置において、ベース板として、絶縁板２と銅などからなるベース板４
が一体となった構造を持つ一体型絶縁ベース板を用いてもよい。つまり、上記半導体装置
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では、ベース板４と絶縁板２とが一体となっていてもよい。この場合、ベース板４と絶縁
板２とを接続する工程を削減でき、また部品のハンドリングも容易になるので、半導体装
置の製造コストを低減できる。なお、絶縁板２としてはエポキシ樹脂などの樹脂絶縁物や
、窒化珪素、窒化アルミニウム、アルミナなどのセラミック絶縁物が用いられる。
【００２２】
　＜半導体装置の製造方法＞
　図４は、本発明の実施の形態１に係る半導体装置の製造方法を説明するためのフローチ
ャートである。図５および図６は、図４に示した半導体装置の製造方法を説明するための
模式図である。図７は、図４に示した半導体装置の製造方法を説明するための斜視模式図
である。図４～図７を用いて、本実施の形態に係る半導体装置の製造方法を説明する。
【００２３】
　まず、図４に示すベース板にケースを接着する工程（Ｓ１０）を実施する。この工程（
Ｓ１０）では、図５に示すように絶縁板２と導電パターン１とが形成されたベース板４を
準備し、当該ベース板４に外周ケース体５を取り付ける。外周ケース体５とベース板４と
の接続は、接着剤を用いてもよいし、他の任意の接続方法を採用してもよい。絶縁板２に
は、例えばエポキシ樹脂などの樹脂絶縁物や、窒化ケイ素、窒化アルミ、アルミナなどの
セラミック絶縁物が用いられる。外周ケース体５をベース板４へ接着する工程では、例え
ばシリコン接着剤などを外周ケース体５の縁に塗布し、ベース板４と接合して接着しても
よい。
【００２４】
　次に、外部接続端子を誘い部分へ挿入する工程（Ｓ２０）を実施する。この工程（Ｓ２
０）では、図５や図７に示すように、あらかじめ外周ケース体５の外周に設置された複数
の誘い部分５ａに沿って任意の場所に外部接続端子６を設置する。つまり、外部接続端子
６の半導体装置への取り付けに際しては、図５に示すように、最初に工程（Ｓ１０）によ
って絶縁板２と導電パターン１とが形成されたベース板４上に外周ケース体５が取り付け
られ、その後、外周ケース体５の所定の誘い部分５ａに、外部接続端子６が挿入して固定
される。外部接続端子６の接続部分６ａは導電パターン１上に位置するように、外部接続
端子６は位置決めされる。外周ケース体５を上部より見た場合、図６のように外周ケース
体５外周部に端子誘い部分５ａがあらかじめ規則的に複数形成されている。
【００２５】
　次に、外部接続端子を導電パターンに接続する工程（Ｓ３０）を実施する。この工程（
Ｓ３０）では、外部接続端子６の接続端子部１６ｃ、具体的には接続端子部１６ｃの先端
部である接続部分６ａを直接導電パターン１に電気的に接続する。この接続工程では、任
意の方法を採用できる。たとえば、はんだを用いた接合方法や、超音波接合法を用いるこ
とができる。
【００２６】
　次に、熱硬化性樹脂で封止する工程（Ｓ４０）を実施する。この工程（Ｓ４０）では、
熱硬化性樹脂を外周ケース体５の内側に導電パターン１を覆う用意充填し、当該樹脂を加
熱、冷却することで硬化させて樹脂層７とする。このようにして半導体装置の封止および
外部接続端子６の固定を行う。熱硬化性樹脂としては、例えばエポキシ樹脂が用いられる
。エポキシ樹脂はシリコンゲルなどの樹脂と比較して、熱伝導率が高く、密着力、硬化時
の強度に優れている。封止材としての樹脂層７にエポキシ樹脂を用いた場合は、上記特性
により半導体チップ３周辺の放熱性向上や過度の収縮を抑制することで信頼性向上などの
利点が期待できる。このようにして、図１等に示す半導体装置を得ることができる。
【００２７】
　上述した半導体装置の製造法の特徴的な構成を要約すれば、本開示に係る半導体装置の
製造方法では、積層体を準備する工程（Ｓ１０）を実施する。積層体は、ベース板４と、
絶縁板２と、導体層としての導電パターン１と、半導体素子としての半導体チップ３とを
含む。絶縁板２は、ベース板４の表面上に配置される。導電パターン１は、絶縁板２の表
面に形成される。半導体チップ３は、導電パターン１に接続される。また、半導体装置の
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製造方法では、積層体に、ベース体の外周を囲むように外周ケース体５を接続する工程（
Ｓ１０）を実施する。外周ケース体５には、図６などに示すように複数の凹部としての誘
い部分５ａが形成されている。複数の誘い部分５ａは、外周ケース体５においてベース板
４側と反対側の上端面に開口した上端開口部５ｂを含む。外周ケース体５の内周面には、
上端開口部５ｂに連なり、上端面側からベース板４側に延びるとともに誘い部分５ａに連
なる内周側開口部５ｃが形成される。外周ケース体５の周方向において、内周側開口部５
ｃの幅は前記誘い部分５ａの幅より狭い。上記半導体装置の製造方法では、複数の誘い部
分５ａのうちの第１の誘い部分５ａに、上端開口部５ｂから端子部材としての外部接続端
子６を挿入する工程（Ｓ２０）を実施する。外部接続端子６は、第１挿入部１６ａと、第
１外側端子部１６ｂと、第１接続端子部１６ｃとを含む。第１挿入部１６ａは、第１の誘
い部分５ａに挿入される。第１外側端子部１６ｂは、第１挿入部１６ａと連なり第１の誘
い部分５ａの上端開口部５ｂを介して外周ケース体５の外側に延在する。第１接続端子部
１６ｃは、第１挿入部１６ａと連なり内周側開口部５ｃを介して導電パターン１の上にま
で延在する。半導体装置の製造方法では、第１接続端子部１６ｃを導電パターン１と接続
する工程（Ｓ３０）を実施する。さらに、半導体装置の製造方法では、絶縁板２と外周ケ
ース体５とにより囲まれた領域において半導体チップ３と第１接続端子部１６ｃとを少な
くとも封止する樹脂層７を形成する工程を実施（Ｓ４０）する。このようにすれば、本開
示に係る半導体装置を得ることができる。
【００２８】
　実施の形態２．
　＜半導体装置の構成＞
　図８は、本発明の実施の形態２に係る半導体装置の部分斜視模式図である。図９は、図
８に示した半導体装置の変形例を示す部分斜視模式図である。
【００２９】
　図８に示した半導体装置は、基本的には図１および図２に示した半導体装置と同様の構
成を備えるが、外部接続端子６の形状が図１に示した半導体装置と異なっている。すなわ
ち、図８に示した半導体装置は、図８に示すように放熱性向上のために、隣接する外周ケ
ース体５の２つの誘い部分５ａに挿入される端子として、外周ケース体５の内側で複数の
挿入部１６ａが接続端子部１６ｃにおいて連結された端子を用いる。外周ケース体５の誘
い部分５ａの上部では当該端子は枝分かれしている。この場合、複数の誘い部分５ａごと
に独立した外部接続端子６を並べて配置する場合に比べて、放熱領域が広くなり外部接続
端子６の放熱性が向上する。
【００３０】
　また、図８に示すように、外部接続端子６と導電パターン１の接合箇所６ｄは広くとる
ほうが好ましい。しかし、外部接続端子６から発生した熱は、導電パターン１からだけで
はなく封止剤としての樹脂層７を通じても放熱される。そのため、図９に示した半導体装
置のように、複数個所に分かれた接合箇所６ｅを有する外部接続端子６を用いてもよい。
この場合でも十分な放熱性向上効果が得られる。たとえば、高い放熱性が要求される部位
のみ図８や図９に示した連結端子である外部接続端子６を用いて、その他の部位は誘い部
分５ａごとに独立した外部接続端子６を用いてもよい。
【００３１】
　＜半導体装置の作用効果＞
　上記半導体装置において、複数の誘い部分５ａは、図８および図９に示すように第１の
誘い部分５ａに隣接する第２の誘い部分５ａを含む。たとえば、図８および図９では、右
から第１の誘い部分５ａおよび第２の誘い部分５ａが並んでいる。外部接続端子６は、第
２挿入部１６ａと、第２外側端子部１６ｂとを含む。第２挿入部１６ａは、第２の誘い部
分５ａに挿入される。第２外側端子部１６ｂは、第２挿入部１６ａと連なり第２の誘い部
分５ａの上端開口部５ｂを介して外周ケース体５の外側に延在する。第１接続端子部１６
ｃは、第２挿入部１６ａと隣接する位置まで延在するとともに第２挿入部１６ａと連なる
ように構成されている。
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【００３２】
　この場合、第１接続端子部１６ｃが第１挿入部１６ａと第２挿入部１６ａとの両方に接
続可能なように広幅に形成されるため、外部接続端子６の放熱性を高めることができる。
また、第１の誘い部分５ａと第２の誘い部分５ａとにそれぞれ独立した外部接続端子６を
挿入するよりも、１つの外部接続端子６を第１および第２の誘い部分５ａに固定するので
、半導体装置の製造工程を簡略化でき、組立性を向上させることができる。
【００３３】
　実施の形態３．
　＜半導体装置の構成＞
　図１０は、本発明の実施の形態３に係る半導体装置の部分断面模式図である。図１１は
、図１０に示した半導体装置の部分斜視模式図である。図１０および図１１に示した半導
体装置は、基本的には図１および図２に示した半導体装置と同様の構成を備えるが、外部
接続端子６の形状および外周ケース体５の形状が図１に示した半導体装置と異なっている
。すなわち、図１０および図１１に示した半導体装置では、外周ケース体５にあらかじめ
斜面を形成している。また、外部接続端子６は、その斜面に沿うように配置され、導電パ
ターン１まで直線的に延びるような端子構造を持つ。
【００３４】
　＜半導体装置の作用効果＞
　上記半導体装置において、第１接続端子部１６ｃは、導電パターン１の表面に対して傾
斜した傾斜部を含む。この場合、外部接続端子６の第１接続端子部１６ｃが、導電パター
ン１の表面に対して平行な部分と垂直な部分とが屈曲部によりつながった構成である場合
より、第１接続端子部１６ｃの電流経路長を短くできる。このため、外部接続端子６のイ
ンダクタンスを低減できる。
【００３５】
　実施の形態４．
　＜半導体装置の構成＞
　図１２は、本発明の実施の形態４に係る半導体装置の部分断面模式図である。図１２に
示した半導体装置は、基本的に図１に示した半導体装置と同様の構成を備えるが、外部接
続端子６と導電パターン１との接続部の構成が異なる。すなわち、図１２に示した半導体
装置では、外部接続端子６と導電パターン１との接続の際に、外部接続端子６を導電パタ
ーン１と接触するように配置してから外部接続端子６の上部よりツールを用いて外部接続
端子６に超音波振動を印加した。その超音波振動による摩擦熱で、外部接続端子６と導電
パターン１とは熱溶着部１１により電気的に接合される。この超音波振動接合では、加熱
および冷却の工程が不要であるため、半導体装置の製造工程を簡略化できる。
【００３６】
　図１３は、図１２に示した半導体装置の変形例を示す部分断面模式図である。図１３に
示した半導体装置は、基本的には図１２に示した半導体装置と同様の構成を備えるが、外
部接続端子６と導電パターン１との接続部の構成が異なる。すなわち、図１３に示した半
導体装置では、はんだ２１により外部接続端子６と導電パターン１とが接続されている。
このような接続構造は、たとえば、このような工程により形成できる。まず、はんだを外
部接続端子６上に設置または塗布した後、当該外部接続端子６を導電パターン１上に配置
する。そして、この構造に対してはんだの融点を超える温度まで加熱した後冷却すること
で、図１３に示す構造を得ることができる。
【００３７】
　＜半導体装置の作用効果＞
　図１２に示した上記半導体装置において、第１接続端子部１６ｃは、超音波接合部とし
ての熱溶着部１１を介して導電パターン１に接続されている。この場合、超音波接合法を
用いて第１接続端子部１６ｃを導電パターン１に接続するので、はんだ等の接合材を予め
第１接続端子部１６ｃに配置するといった工程が不要になるため、半導体装置の製造工程
を簡略化できる。
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【００３８】
　図１３に示した上記半導体装置において、第１接続端子部１６ｃは、はんだ２１を用い
て導電パターン１に接続されている。この場合、第１接続端子部１６ｃと導電パターン１
とをはんだ２１を介して確実に接続することができる。このため、半導体装置の信頼性を
向上させることができる。
【００３９】
　実施の形態５．
　＜半導体装置の構成＞
　図１４は、本発明の実施の形態５に係る半導体装置の部分斜視模式図である。図１４に
示した半導体装置は、基本的には図１および図２に示した半導体装置と同様の構成を備え
るが、外部接続端子６の形状が図１に示した半導体装置と異なっている。すなわち、図１
４に示した半導体装置では、外部接続端子６の外部接続部分である外側端子部１６ｂがプ
レスフット形状になった端子を使用する。プレスフィット形状とは、図１４のような外側
端子部１６ｂが空隙領域を持つ構造で、空隙部分を中心に端子が屈曲することで延在方向
での長さが伸縮可能となっている構造である。プレスフィット形状の例としては、図１４
に示すようなループ状の構造でもよいし、コイルバネ形状としてもよいし、弾性変形可能
な屈曲部を形成してもよい。
【００４０】
　＜半導体装置の作用効果＞
　上記半導体装置において、第１外側端子部１６ｂは、第１外側端子部１６ｂの延在方向
における長さを可変とする弾性変形部であるプレスフィット形状を含む。この場合、第１
外側端子部１６ｂが外部電極などと接続されるときに、当該第１外側端子部１６ｂを外部
電極に押圧するように半導体装置を配置することで、第１外側端子部１６ｂを外部電極に
確実に接触させることができる。この結果、外部接続端子６と外部電極との電気的接続の
信頼性を高めることができる。また、外部接続端子６の上部より配置した制御基板等の電
極を、はんだ接着等の処理をすることなく外部接続端子６に接続することができる。これ
により外部接続端子６の利便性が向上する。
【００４１】
　以上のように本発明の実施の形態について説明を行ったが、上述の実施の形態を様々に
変形することも可能である。また、本発明の範囲は上述の実施の形態に限定されるもので
はない。本発明の範囲は、特許請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味
および範囲内でのすべての変更を含むことが意図される。
【符号の説明】
【００４２】
　１　導電パターン、１ａ　接続場所、２　絶縁板、３　半導体チップ、４　ベース板、
５　外周ケース体、５ａ　誘い部分、５ｂ　上端開口部、５ｃ　内周側開口部、６　外部
接続端子、６ａ，６ｃ　接続部分、６ｄ，６ｅ　接合箇所、７　樹脂層、１１　熱溶着部
、１６ａ　挿入部、１６ｂ　外側端子部、１６ｃ　接続端子部、２１　はんだ。 
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